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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対応する当否判定結果を報知する識別図柄が未だ変動を開始していない当否判定情報に
対応する保留表示を表示する表示手段を備えた遊技機であって、
　前記保留表示として、一または複数種の通常態様と、当該通常態様よりも対応する当否
判定結果が大当たりとなる蓋然性が高まったことを示す一または複数種の特殊態様と、当
該特殊態様になる蓋然性が高まったことを示す予兆態様と、が設定されており、
　前記保留表示として前記予兆態様が表示される予兆演出、および前記予兆態様が前記特
殊態様に変化する結末に至る可能性がある保留変化演出を実行可能であり、
　ある当否判定結果を報知する前記識別図柄が変動している最中に前記予兆態様の前記保
留表示が表示された場合、当該ある当否判定結果の報知が完了し、次の当否判定結果であ
る対象当否判定結果を報知する前記識別図柄が変動を開始する変動開始時点にて前記保留
変化演出が発生しなかった場合、当該対象当否判定結果を報知する前記識別図柄が変動し
ている最中に前記保留変化演出が必ず発生するように設定されており、
　前記保留変化演出は、前記変動開始時点、および、発生することにより前記対象当否判
定結果が当たりとなる蓋然性が高まったことを示唆する好機演出が発生しなければ生じる
ことのない演出発生時点のいずれかにて発生しうるものであり、
　前記予兆態様の前記保留表示が表示されたものの、前記変動開始時点にて前記保留変化
演出が発生しなかった場合には、前記演出発生時点で前記保留変化演出が発生することが
確定するとともに前記好機演出が発生することが確定することを特徴とする遊技機。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　下記特許文献１には、予兆保留演出が行われていない場合よりも、予兆保留演出が行わ
れている場合の方が、高い割合にて煽り演出が実行されるようにした遊技機が開示されて
いる。つまり、ある特定の演出が発生することを予兆する予兆演出が実行されるものであ
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－２０６４６４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、予兆演出により遊技の趣向性を高めることが可能な遊技機を提供することに
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するためになされた本発明にかかる遊技機は、当否判定結果が当たりと
なる蓋然性が高まったことが示される結末に至る可能性がある特定演出、および当該特定
演出が発生することを示唆する予兆演出を実行可能な演出実行手段を備え、前記予兆演出
が実行された場合には、当該予兆演出の後、複数の発生タイミングのいずれかで、少なく
とも一回の前記特定演出が必ず発生するように設定されていることを特徴とする。
【０００６】
　上記本発明にかかる遊技機は、予兆演出が発生した場合、複数の発生タイミングのいず
れかで、必ず特定演出が発生するように構成されている。したがって、特定演出が発生し
ない限り発生タイミングが設定された一連の演出が継続し続け、場合によっては当否判定
結果が当たりとなることに対する期待が次第に高まっていく。このように、必ず一回は発
生する特定演出の発生するタイミングに応じて当否判定結果に対する遊技者の期待感を高
めること等が可能である。
【０００７】
　当否判定結果を報知する演出が開始されていない当否判定情報に対応する保留表示を表
示する表示手段を備えた遊技機であって、前記保留表示として、一または複数種の通常態
様と、当該通常態様よりも対応する当否判定結果が大当たりとなる蓋然性が高まったこと
を示す一または複数種の特殊態様と、当該特殊態様になる蓋然性が高まったことを示す予
兆態様と、が設定されており、前記予兆演出は、前記保留表示として前記予兆態様が表示
されるものであり、前記特定演出は、前記予兆態様が前記特殊態様に変化する結末に至る
可能性がある保留変化演出であるとよい。
【０００８】
　このように、保留表示として予兆態様と特殊態様を設定し、予兆態様が表示されたとき
に、必ず特定演出として保留変化演出が発生するようにすることで、保留変化演出と一連
の演出に対する期待感を継続させることを絡めた趣向性の高い遊技性を実現することが可
能である。
【０００９】
　当否判定結果を示す識別図柄を表示する表示装置を備え、前記複数の発生タイミングの
少なくとも一部として、前記識別図柄が変動を開始した時点または変動を開始してから所
定時間経過した時点である変動開始時点と、それ以降の時点が設定されているとよい。
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【００１０】
　このように、発生タイミングとして変動開始時点が設定されていれば、変動開始時点で
特定演出が発生しなかった場合、それ以降で特定演出が発生することになるから、変動開
始時点を過ぎてからの演出に対する遊技者の関心が高まる。
【００１１】
　前記識別図柄が変動を開始した後、一旦擬似停止して再び変動を開始する単位演出を一
または複数回繰り返す擬似連続演出を実行可能であり、前記複数の発生タイミングとして
、前記変動開始時点、および擬似停止した前記識別図柄が再び変動を開始した時点または
再び変動を開始してから所定時間経過した時点である再変動時点が設定されているとよい
。
【００１２】
　このように、発生タイミングとして変動開始時点および再変動始時点が設定されていれ
ば、変動開始時点で特定演出が発生しなかった場合、または再変動時点で特定演出が発生
しなかった場合、それ以降に単位演出が発生することが確定する、または発生する蓋然性
が高まるという遊技性を実現することが可能となる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明にかかる遊技機によれば、予兆演出により遊技の趣向性を高めることが可能であ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本実施形態にかかる遊技機の正面図である。
【図２】（ａ）は表示装置（表示領域）に表示された保留表示および識別図柄を模式的に
示した図であり、（ｂ）は保留表示の種類を示した図である。
【図３】擬似連続演出の概要を説明するための図である。
【図４】保留変化演出の概要を説明するための図である。
【図５】保留変化演出の発生タイミングとして設定された変動開始時点（第一時点）を説
明するための図である。
【図６】保留変化演出の発生タイミングとして設定された再変動時点（第二時点、第三時
点または第四時点）を説明するための図である。
【図７】保留変化演出の発生タイミングとして設定されたスーパーリーチ演出に発展する
ことを契機とした時点（第五時点）を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明にかかる遊技機１の一実施形態について図面を参照して詳細に説明する。
まず、図１を参照して遊技機１の全体構成について簡単に説明する。
【００１６】
　遊技機１は遊技盤９０を備える。遊技盤９０は、ほぼ正方形の合板により成形されてお
り、発射装置９０８（発射ハンドル）の操作によって発射された遊技球を遊技領域９０２
に案内する通路を構成するガイドレール９０３が略円弧形状となるように設けられている
。
【００１７】
　遊技領域９０２には、表示装置９１、始動入賞口９０４、大入賞口９０６、アウト口な
どが設けられている。かかる表示装置９１の表示領域９１１は、遊技盤９０に形成された
開口９０１を通じて視認可能となる領域である。なお、各図においては、表示領域９１１
を大まかに記載するが、その形状等は適宜変更可能である（開口９０１の形状や大きさ、
表示装置９１自体の形状や大きさを変更することで表示領域９１１の形状等を変更するこ
とができる）。
【００１８】
　また、遊技領域９０２には、流下する遊技球が衝突することにより遊技球の流下態様に
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変化を与える障害物としての遊技釘が複数設けられている。遊技領域９０２を流下する遊
技球は、遊技釘に衝突したときの条件に応じて様々な態様に変化する。
【００１９】
　このような遊技機１では、発射装置９０８を操作することにより遊技領域９０２に向け
て遊技球を発射する。遊技領域９０２を流下する遊技球が、始動入賞口９０４や大入賞口
９０６等の入賞口に入賞すると、所定の数の賞球が払出装置により払い出される。
【００２０】
　大当たりの抽選は、図示されない制御基板に設けられた当否判定手段が始動入賞口９０
４への遊技球の入賞を契機として実行する（このような始動入賞口は複数設けられていて
もよい）。具体的には、始動入賞口９０４への遊技球の入賞を契機として乱数源から数値
（以下、当否判定情報と称することもある）が取得され、当該数値が予め定められた大当
たりの数値と同じである場合には大当たりとなり、異なる場合にははずれとなる。本実施
形態では、当該数値が取得された順に当否判定結果の報知が開始される（いわゆる変動が
開始される）こととなるが、ある数値が取得されたときに、それより前に取得された数値
に基づく当否判定結果が報知されている際には、当該ある数値に基づく当否判定結果が開
始されるまで、図示されない制御基板に設けられた記憶手段に記憶される。未だ当否判定
の報知が開始されていない数値（以下単に保留と称することもある）の最大の記憶数（最
大保留数）は適宜設定することができる。本実施形態における記憶手段が記憶できる最大
保留数は、一種の始動入賞口９０４につき四つである。なお、本実施形態では、当否判定
の報知が開始される時点で、取得された数値が大当たりとなる数値か否かが判断されるこ
ととなるが、数値が取得されたときに当否判定を行い、当否判定結果自体を記憶させてお
く構成としてもよい（この場合には当否判定結果自体が、当否判定情報に相当することと
なる）。また、取得された数値は、当否判定結果を報知する演出の具体的な内容を決定す
るための数値としても利用される。
【００２１】
　なお、遊技機１の枠体、遊技球を貯留する下皿や上皿など、本発明に関係のない遊技機
１の構成要素は説明を省略する。これらについては公知の遊技機と同様の構造のものが適
用できる。
【００２２】
　本実施形態では、公知の遊技機と同様に、表示装置９１の表示領域９１１に表示される
識別図柄５０（図２（ａ）参照）の組み合わせによって当否判定結果を遊技者に報知する
。識別図柄５０は、当否判定結果の報知の開始とともに変動を開始する。大当たりに当選
している場合には識別図柄５０は最終的に所定の組み合わせ（例えば、同じ識別図柄５０
の三つ揃い）で停止する。はずれである場合には識別図柄５０は最終的にそれ以外（大当
たりとなる組み合わせ以外）の組み合わせで停止する。
【００２３】
　本実施形態にかかる遊技機１では、記憶手段に記憶されている当否判定結果の報知が開
始されていない（当否判定結果を報知するための識別図柄５０の変動が開始されていない
）当否判定情報（乱数源から取得された数値）のそれぞれに対応するマークである保留表
示１０が、表示装置９１の表示領域９１１に表示される（図２（ａ）参照）。具体的には
、当否判定を実行するための当否判定情報としての数値が取得された順に並ぶよう、保留
表示１０が表示装置９１に表示される。保留表示１０は図示されない制御基板に設けられ
る保留制御手段によって制御される。本実施形態では、表示装置９１の表示領域９１１の
右下に、表示領域９１１の下側縁に沿って並ぶよう（当否判定結果の報知の開始が早い順
に左から並ぶよう）表示される。
【００２４】
　図２（ｂ）に示すように、保留表示１０は、表示される態様として複数種の態様が設定
されている。本実施形態における保留表示１０は、通常態様１０ｎ、特殊態様１１ｓおよ
び予兆態様１４ｆを含む。それぞれの態様を構成する図柄の形態は一種のみであってもよ
いし複数種であってもよい。本実施形態では、一種の通常態様１０ｎと、三種の特殊態様
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１１ｓ（第一特殊態様１１１ｓ～第三特殊態様１１３ｓ）と、一種の予兆態様１４ｆが設
定されている。各保留表示１０が表示されたときにおける当該保留表示１０に対応する当
否判定結果が大当たりとなる蓋然性（いわゆる大当たり信頼度）は、低い方から順に、通
常態様１０ｎ、予兆態様１４ｆ、第一特殊態様１１１ｓ、第二特殊態様１１２ｓ、第三特
殊態様１１３ｓ（最も高い）である。したがって、遊技者は、保留表示１０として特殊態
様１１ｓが表示されること、および特殊態様１１ｓが表示されるのであればより大当たり
信頼度の高い特殊態様１１ｓが表示されることを願いつつ遊技することとなる。なお、こ
れらの保留表示１０は、表示された時点で対応する当否判定結果が大当たりとなることが
確定するものではない。表示された時点で対応する当否判定結果が大当たりとなることが
確定する大当たり確定の態様が特殊態様１１ｓの一種として設定されていてもよい。また
、詳細を後述するように、予兆態様１４ｆは保留変化演出２０の発生を予告するものであ
るから、それ自体の大当たり信頼度は通常態様１０ｎよりも低いものであってもよい。
【００２５】
　通常態様１０ｎ、特殊態様１１ｓ、予兆態様１４ｆの形態（見た目）の差異、各特殊態
様１１ｓ同士の形態（見た目）の差異は、当該差異を遊技者が認識可能であればどのよう
なものであってもよい。各保留表示１０の少なくともいずれかについて複数種の態様が設
定されていてもよい。例えば、演出のモード（ステージ）によって変化する複数種の通常
態様１０ｎ、複数種の第一特殊態様１１１ｓ～第三特殊態様１１３ｓ、複数種の予兆態様
１４ｆが設定されていてもよい。本実施形態では、通常態様１０ｎ、各特殊態様１１ｓお
よび予兆態様１４ｆは、互いに少なくともその色が異なるように設定されている。具体的
には、通常態様１０ｎは無色（基本の色）、第一特殊態様１１１ｓは青色、第二特殊態様
１１２ｓは緑色、第三特殊態様１１３ｓは赤色、予兆態様１４ｆは白に設定されている。
なお、各図においては、各保留表示１０が発現する「色」を便宜的に文字で示している。
【００２６】
　本実施形態にかかる遊技機１は、最終的に識別図柄５０の組み合わせによって報知され
る当否判定結果がどのようなものとなるか（大当たりとなるか否か）を示唆する演出とし
て、擬似連続演出３０（図３参照）が実行可能である。擬似連続演出３０それ自体は公知
の演出であるため、詳細な説明を省略するが、例えば以下のような演出である。
【００２７】
　擬似連続演出３０は、変動する識別図柄５０（図３（ａ）参照）が一旦擬似停止（遊技
者には停止しているように見えるが、完全に停止していない状態をいう。例えば、図柄が
若干揺れ動いているような状態とする）した（図３（ｂ）参照）後、再び変動を開始する
（図３（ｂ）参照）予告である。つまり、変動する識別図柄５０を一旦擬似停止させるこ
とにより、当否判定結果がはずれであることが確定したかのようにみせかけ、再び変動を
開始する（未だ確定していないことを遊技者に知らせる）予告である。識別図柄５０が一
旦擬似停止して、再び変動を開始したことをセットとして一回とする単位演出（当該単位
演出を一または複数回実行することにより擬似連続演出３０が構成される）の発生回数が
多くなればなるほど、当否判定が大当たりとなる蓋然性（いわゆる大当たり信頼度）が高
まるように設定されている。単位演出が発生することを示す識別図柄５０の組み合わせが
設定されていてもよい。本実施形態では、左・中・右の識別図柄５０のうち、中の識別図
柄５０が「７」を含む図柄である組み合わせ（「７」の三つ揃いとなる組み合わせを除く
）が、単位演出が発生することを示す組み合わせとして設定されている（図３（ｂ）参照
）。
【００２８】
　本実施形態では、発生し得る擬似連続演出３０として、単位演出が一回発生するもの（
擬似２演出）、単位演出が二回発生するもの（擬似３演出）、単位演出が三回発生するも
の（擬似４演出）が設定されている。なお、単位演出が三回発生した場合には、大当たり
となることが確定するよう設定されている。
【００２９】
　以下、保留表示１０として設定される予兆態様１４ｆの機能および保留変化演出２０に



(6) JP 6952979 B2 2021.10.27

10

20

30

40

50

ついて説明する。予兆態様１４ｆは、保留変化演出２０が発生することを事前に予告する
ものである（予兆態様１４ｆの保留表示１０の表示が本発明における予兆演出に相当し、
保留変化演出２０が本発明における特定演出に相当する）図４に示すように、本実施形態
では、保留表示１０として予兆態様１４ｆが表示された場合、当該保留表示１０に対して
以下で詳細を説明する保留変化演出２０の発生が確定する。なお、保留変化演出２０は、
保留表示１０として予兆態様１４ｆが表示された場合に限り発生することがある設定とし
てもよいし、予兆態様１４ｆが表示されない場合であっても発生することがある設定とし
てもよい。
【００３０】
　保留変化演出２０は、予兆態様１４ｆの保留表示１０が、特殊態様１１ｓのいずれかに
変化する可能性がある演出である。なお、本実施形態における保留変化演出２０は、特殊
態様１１ｓへの変化が必ず発生するものではない（図４（ｃ）（ｄ）参照）。特殊態様１
１ｓに変化する結末（成功結末）に至る可能性があるといういわゆる「煽り演出」に相当
するものであるといえる。特殊態様１１ｓに変化するか否か、変化する場合には第一特殊
態様１１１ｓ～第三特殊態様１１３ｓのいずれに変化するかは、対応する当否判定結果が
大当たりとなるものであるかどうかに応じて決まる。保留変化演出２０の具体的な態様は
どのようなものであってもよい。保留変化演出２０として発生し得る複数種の演出態様が
設定されていてもよい。本実施形態では、予兆態様１４ｆの保留表示１０に作用するよう
な画像（作用画像２１）を表示した上で、予兆態様１４ｆが特殊態様１１ｓに変化する場
合（成功結末が発生する場合）もあれば、そのまま維持される場合（失敗結末が発生する
場合）もある。なお、保留変化演出２０が発生したものの、対象の保留表示１０が特殊態
様１１ｓに変化しなかった場合には、当該保留表示１０が通常態様１０ｎに変化する構成
としてもよい。このような構成とすれば、特殊態様１１ｓに変化しないという結末（失敗
結末）であったことをより分かりやすくすることが可能である。
【００３１】
　本実施形態では、予兆態様１４ｆの保留表示１０が表示された場合、その後当該予兆態
様１４ｆの保留表示１０に対し、少なくとも一回の保留変化演出２０が必ず発生するよう
に設定されている。保留変化演出２０が発生する可能性があるタイミング（以下、発生タ
イミングと称する）としては種々設定されている。本実施形態では、予兆態様１４ｆが表
示された（図４（ａ）参照）後、ある当否判定結果の報知が完了（図４（ｂ）参照）し、
次の当否判定結果（次の変動。以下、対象当否判定結果と称することもある）を報知する
演出中（識別図柄５０の変動の開始から停止するまでの間）における複数の発生タイミン
グのうちのいずれかで、少なくとも一回の保留変化演出２０が発生する（図４（ｃ）（ｄ
）参照）ように構成されている。
【００３２】
　本実施形態における複数の発生タイミングは以下の通りである。つまり、本実施形態に
かかる遊技機１は、予兆態様１４ｆの保留表示１０が表示された場合、保留変化演出２０
が、以下の第一時点～第五時点のいずれかにおいて少なくとも一回発生する法則性が設定
されたものである。なお、以下で説明する第二時点～第五時点は、必ず到達する（発生す
る）時点ではない。このような時点が訪れずに当否判定結果の報知が完了することもある
。以下の説明において「第Ｎ時点（Ｎ＝二～五）で保留変化演出２０が発生しない」とい
うときには、当該第Ｎ時点に到達しないケースを含むものとする。
【００３３】
・第一時点（変動開始時点）（図５参照）
　対象当否判定結果の一つ前の当否判定結果の報知が完了し、対象当否判定結果を報知す
る識別図柄５０が変動を開始した時点（以下、変動開始時点と称することもある）である
。ここでいう変動開始時点とは、識別図柄５０が変動を開始した時点（変動開始と同時点
）だけでなく、変動を開始してから所定時間経過した時点を含む。つまり、遊技者からは
、識別図柄５０が変動を開始することを契機として保留変化演出２０が発生したかのよう
に見える時点である。
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【００３４】
・第二時点（一回目の再変動時点）（図６参照）
　一回目に擬似停止した識別図柄５０が再び変動を開始した時点または再び変動を開始し
てから所定時間経過した時点である。つまり、対象当否判定結果を報知する演出において
、一回目の単位演出が発生したことを契機とする時点である。
【００３５】
・第三時点（二回目の再変動時点）（図６参照）
　二回目に擬似停止した識別図柄５０が再び変動を開始した時点または再び変動を開始し
てから所定時間経過した時点である。つまり、対象当否判定結果を報知する演出において
、二回目の単位演出が発生したことを契機とする時点である。
【００３６】
・第四時点（三回目の再変動時点）（図６参照）
　三回目に擬似停止した識別図柄５０が再び変動を開始した時点または再び変動を開始し
てから所定時間経過した時点である。つまり、対象当否判定結果を報知する演出において
、三回目の単位演出が発生したことを契機とする時点である。
【００３７】
・第五時点（図７参照）
　いわゆるスーパーリーチ演出に発展することを契機とした時点である。スーパーリーチ
演出が開始されると同時であってもよいし、開始されてから所定時間経過した時点であっ
てもよい。特定の識別図柄５０が停止または擬似停止した状態において、大当たりの可能
性が残されている状態をリーチ状態とし、当該リーチ状態が成立した後、スーパーリーチ
演出が発生することで大当たりとなる蓋然性が高まったことが示される。スーパーリーチ
演出の種類は複数設定されていてもよい。各スーパーリーチ演出が発生したときのいわゆ
る大当たり信頼度は同じであってもよいし異なっていてもよい。なお、本実施形態では、
第五時点よりも後に第一時点～第四時点に到達することはない。つまり、スーパーリーチ
演出に発展した後は、単位演出（擬似連続演出３０）が発生することはない。したがって
、保留変化演出２０が発生せずスーパーリーチ演出に発展したときには、第五時点で保留
変化演出２０が発生することが確定する。一方、第一時点～第四時点のいずれかにおいて
保留変化演出２０が発生した上でスーパーリーチ演出に発展した場合には、第五時点で保
留変化演出２０が発生しないことがある。
【００３８】
　このように予兆態様１４ｆの保留表示１０が表示されたとき、対象当否判定結果の第一
時点～第五時点のいずれかにおいて必ず少なくとも一回の保留変化演出２０が発生するよ
うに設定したことの作用は次の通りである。
【００３９】
　対象当否判定結果を報知する演出が開始されると同時または直後に第一時点に到達する
。当該第一時点において保留変化演出２０が発生しない場合、第二時点～第五時点のいず
れかにおいて保留変化演出２０が発生することが確定する。つまり、少なくとも一回の単
位演出（擬似連続演出３０）、およびスーパーリーチ演出の少なくともいずれか一方が発
生することが確定する。単位演出やスーパーリーチ演出が発生しないと、第二時点～第五
時点に至ることはないからである。単位演出の発生やスーパーリーチ演出の発生は、大当
たり信頼度を高める要素であり遊技者にとって好ましい事象の発生であるといえるから、
第一時点において保留変化演出２０が発生しなかったことが、遊技者に有利に作用するよ
うな一連の演出となる。
【００４０】
　このように、保留変化演出２０の発生タイミングの少なくとも一部として変動開始時点
が設定されていれば、変動開始時点で保留変化演出２０が発生しなかった場合、それ以降
で保留変化演出２０が発生することになるから、対象当否判定結果（対象変動）に対する
遊技者の関心が高まる。
【００４１】
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　第一時点において保留変化演出２０が発生せず、第二時点においても保留変化演出２０
が発生しない場合、第三時点～第五時点のいずれかにおいて保留変化演出２０が発生する
ことが確定する。つまり、二回以上の単位演出が発生する擬似連続演出３０（擬似３以上
の擬似連続演出３０）、およびスーパーリーチ演出の少なくともいずれか一方が発生する
ことが確定する。
【００４２】
　第一時点、第二時点において保留変化演出２０が発生せず、第三時点においても保留変
化演出２０が発生しない場合、第四時点、第五時点のいずれかにおいて保留変化演出２０
が発生することが確定する。つまり、三回の単位演出が発生する擬似連続演出３０（擬似
４の擬似連続演出３０）、およびスーパーリーチ演出の少なくともいずれか一方が発生す
ることが確定する。上述したように、本実施形態では、三回の単位演出が発生する擬似連
続演出３０は大当たり確定演出として設定されているため、スーパーリーチ演出が発生し
ない場合には大当たり確定となる。よって、本実施形態の法則性を知っている遊技者は、
第一時点～第三時点において保留変化演出２０が発生しなかった場合には、スーパーリー
チ演出に発生しないことを願いつつ一連の演出を見守ることとなる。なお、第四時点で保
留変化演出２０が発生するということは、大当たりが確定するということであるから、第
四時点で発生する保留変化演出２０は、必ず保留表示１０が大当たり確定の態様となるよ
うな設定としてもよい。
【００４３】
　このように、保留変化演出２０の発生タイミングとして変動開始時点および再変動始時
点が設定されていれば、変動開始時点で保留変化演出２０が発生しなかった場合、または
再変動時点で特定演出が発生しなかった場合、それ以降に単位演出が発生する蓋然性が高
まるという遊技性を実現することが可能となる。
【００４４】
　保留変化演出２０の発生タイミングとして第五時点が設定されていない構成としてもよ
い。すなわち、発生タイミングとして変動開始時点および再変動時点のみが設定された構
成としてもよい。かかる構成とすれば、変動開始時点で保留変化演出２０が発生しなかっ
た場合、または再変動時点で特定演出が発生しなかった場合には、それ以降に単位演出が
発生することが確定するという遊技性を実現することが可能となる。つまり、変動開始時
点や再変動時点のみが発生タイミングとして設定されていれば、変動開始時点や再変動時
点に保留変化演出２０が発生しないことが、次の単位演出の発生を確定させる要素として
機能することになる。
【００４５】
　第一時点～第四時点で保留変化演出２０が発生しなかった場合には、第五時点において
保留変化演出２０が発生することになる。つまり、スーパーリーチ演出において保留変化
画出が発生することになる。よって、本実施形態の法則性を知っている遊技者は、第一時
点～第四時点において保留変化演出２０が発生しなかった場合には、スーパーリーチ演出
において保留変化演出２０が発生し、保留表示１０がより大当たり信頼度の高い態様に変
化する可能性があることを把握することが可能になる。
【００４６】
　このように、本実施形態にかかる遊技機１によれば、保留表示１０として予兆態様１４
ｆが表示された場合、複数の発生タイミングのいずれかで、必ず保留変化演出２０が発生
するように構成されている。したがって、保留変化演出２０が発生しない限り、対象当否
判定結果を報知する一連の演出が継続する（対象当否判定結果の報知が完了しない）こと
となる。つまり、保留変化演出２０が発生しない限り一連の演出が継続し続け、場合によ
っては当否判定結果が当たりとなることに対する期待が次第に高まっていく。このように
、保留変化演出２０それ自体の結末だけでなく、必ず一回は発生する保留変化演出２０の
発生するタイミングに注目させることにより、対象当否判定結果に対する遊技者の期待感
を高めること等が可能である。
【００４７】
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　以上、本発明の実施の形態について詳細に説明したが、本発明は上記実施の形態に何ら
限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の改変が可能である。
【００４８】
　上記実施形態では、各保留表示１０は表示領域９１１の下側縁に沿って（右下に）表示
されることを説明したが、当該表示箇所は例示にすぎない。また、上記実施形態では、各
保留表示１０は各種演出等が実行されるメインの表示装置９１に表示されるものであるこ
とを説明したが、メインの表示装置９１以外の表示装置に表示されるものについても同様
の技術思想が適用可能である。保留表示１０が表示される表示装置が、保留表示１０を表
示するためだけに設けられた表示装置であってもよい。
【００４９】
　上記実施形態では、当否判定結果の報知が開始されていない（当否判定結果を報知する
ための図柄の変動が開始されていない）当否判定情報のそれぞれに対応するマークとして
保留表示１０が表示されることを説明したが、当否判定結果の報知が開始されているもの
の、当否判定結果の報知が完了していないものに対応するマークとして保留表示（いわゆ
る当該変動を示す保留表示）が表示されるようにしてもよい。つまり、当否判定結果の報
知が完了していない当否判定情報全てに対応するマークとして保留表示が表示される構成
についても、同様の技術思想が適用可能である。なお、当該変動を示す保留表示は、当否
判定結果の報知が開始されていないものに対応する保留表示と基本的な態様が同じであっ
てもよいし、異なっていてもよい。
【００５０】
　上記実施形態では、予兆態様１４ｆが表示された後、ある当否判定結果の報知が完了し
、次の当否判定結果（対象当否判定結果）を報知する演出中、すなわち一の変動中に設定
された複数の発生タイミングのうちのいずれかで、少なくとも一回の保留変化演出２０が
発生するように構成されていることを説明したが、複数の当否判定結果を報知する演出に
跨って複数の発生タイミングが設定されるようにしてもよい。つまり、一の対象当否判定
結果を報知する演出中に少なくとも一回の保留変化演出２０が発生する可能性がある構成
ではなく、予兆態様１４ｆの保留表示１０に対応する当否判定結果の報知が完了するまで
の間に実行される複数の当否判定結果を報知する演出中に少なくとも一回の保留変化演出
２０が発生する可能性がある構成としてもよい。かかる構成とする場合には、公知の先読
み演出が発生することを契機とした時点等を発生タイミングとして設定することが可能で
ある。
【００５１】
　上記実施形態では、保留表示１０として予兆態様１４ｆが表示された場合に、複数の発
生タイミングのいずれかで必ず保留変化演出２０が発生するように構成されていることを
説明したが、対象は保留表示１０に関するものに限られるわけではない。当否判定結果が
当たりとなる蓋然性が高まったことが示される結末に至る可能性がある特定演出および当
該特定演出が発生することを示唆する予兆演出が実行可能なものであって、予兆演出が実
行された場合に、複数の発生タイミングのいずれかにおいて少なくとも一回の特定演出が
実行されるものであればよい。つまり、予兆演出の発生が少なくとも一回の特定演出の発
生を確定させるものであって、当該特定演出の発生タイミングが複数設定されたものであ
れば、予兆演出や特定演出は保留表示１０に関するものに限られるわけではない。
【符号の説明】
【００５２】
１　遊技機
１０　保留表示
１０ｎ　通常態様
１１ｓ　特殊態様
１１１ｓ　第一特殊態様
１１２ｓ　第二特殊態様
１１３ｓ　第三特殊態様
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１４ｆ　予兆態様
２０　保留変化演出
３０　擬似連続演出
５０　識別図柄
９１　表示装置
９１１　表示領域
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